
 
 

 

一 

 
 

 

生
活
保
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
の
運
用
に
当
た
つ
て
は
、
要
保
護
者
の
世
帯
の
自
立
の
助
長
を
図
る
た
め
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も

が
世
帯
を
単
位
と
す
る
保
護
を
受
け
つ
つ
高
等
学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
に
就
学
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
検
討
等
） 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
二
十
九
年
に
行
わ
れ
た
第
八
条
第
一
項
の
基
準
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
保
護

の
基
準
」
と
い
う
。
）
の
検
証
の
際
に
用
い
ら
れ
た
手
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
の
改
定
に
よ
つ
て
は
、
保
護
の
基
準
が
要

保
護
者
の
最
低
限
度
の
生
活
の
需
要
を
満
た
す
に
十
分
な
も
の
で
な
く
な
る
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

生
活
保
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定



 

 
 

 

二 

の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
保
護
の
基
準
の
改
定
の
方
法
等
の
在
り
方
を
見
直
し
、
保
護
の
基
準
の
改
定
等
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
に
お
け
る
保
護
の
基
準
に
比

し
て
要
保
護
者
に
不
利
な
内
容
の
保
護
の
基
準
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
中
「
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
又
は
二
十
歳
未
満
で
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
」
を
「
二
十
歳
未
満
の
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
四
万
千
百
円
」
を
「
五
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
五
年
」
を
「
平
成
二
十
九
年
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
第
三
項
中
「
毎
年
四
月
、
八
月
及
び
十
二
月
の
三
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
分
」
を
「
毎
月
、
そ
の
前
月

分
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
」
及
び
「
児
童
若
し
く
は
」
を
削
る
。 



 
 

 

三 

 
（
国
民
年
金
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
及

び
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
」
を
「
二
十
歳
未
満
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二

十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
」
を
「
二
十
歳
未
満
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
九
条
第
三
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
条
第
三
項
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

 
 

第
七
十
二
条
第
二
号
中
「
又
は
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
」
を
削
り
、
「
、
同
項
」
を
「
、
第
百
七
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
百
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る

子
又
は
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
、
若
し
く
は
遺
族
基
礎



 

 
 

 

四 

年
金
が
支
給
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
子
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
者
」
を
「
当
該
受
給
権
者
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
生
活
保
護
法
附
則
に
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
八
条
ま
で
の
規
定 

平
成
三
十
年
八
月
一
日 

 

三 

第
一
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
） 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

 

（
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

平
成
三
十
年
七
月
以
前
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
及
び
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

児
童
扶
養
手
当
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
同
条
の



 
 

 

五 

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
新
児
童
扶
養
手
当
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
、
平
成
三
十
年
八
月
中
に
新
児
童
扶
養
手
当
法
第
六
条
第
一
項

の
認
定
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
児
童
扶
養
手
当
法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
月
か
ら
始
め
る
。 

３ 

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
二
十
歳
未
満
の
者
（
旧
児
童

扶
養
手
当
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
除
く
。
）
を
監
護
し
、
又
は
養
育
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
児
童
扶
養
手

当
の
額
の
改
定
は
、
そ
の
者
が
、
平
成
三
十
年
八
月
中
に
、
そ
の
改
定
後
の
額
に
つ
き
新
児
童
扶
養
手
当
法
第
八
条
第
一
項

の
認
定
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
月
か
ら
行
う
。 

 

（
国
民
年
金
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条 

平
成
三
十
年
七
月
以
前
の
月
分
の
障
害
基
礎
年
金
の
額
の
加
算
並
び
に
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
及
び
額
の
加
算
の
要

件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
四
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）

の
前
日
に
お
い
て
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
が
、
一
部
施
行
日
に
お
い
て
二
十
歳
未
満
の
子
（
当
該
障
害
基
礎



 

 
 

 

六 

年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
子
を
除
く
。
）
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
十
歳
未
満
の
子
が
一
部
施
行

日
に
お
い
て
加
算
の
対
象
と
な
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新

国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
八
月
か
ら
、
そ
の
子
の
数
に

応
じ
て
、
当
該
障
害
基
礎
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。 

第
五
条 

一
部
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
者
が
、
一
部
施
行
日
前
に
新
国
民
年
金
法
の

規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
者
が
一
部
施
行
日
ま
で
引
き
続
き
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
で

あ
る
と
き
は
、
新
国
民
年
金
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
、
平
成
三
十
年
八
月
か
ら
、
新
国
民

年
金
法
第
三
十
七
条
の
遺
族
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
新
国
民
年
金
法
第
三
十
七
条
の
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
子

以
外
の
子
で
あ
っ
て
、
一
部
施
行
日
に
お
い
て
同
条
の
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
新
国
民

年
金
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
八
月
か
ら
、
そ
の
子
の
遺
族
基
礎
年
金
の
額
を
改

定
す
る
。 

３ 

一
部
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
が
、一
部
施
行
日
に
お
い
て
二
十
歳
未
満
の
子
（
当



 
 

 

七 

該
遺
族
基
礎
年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
子
を
除
く
。
）
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
部
施
行
日
前
に
新
国

民
年
金
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
当
該
二
十
歳
未
満
の
子
が
一
部
施
行
日
ま
で
引
き
続
き
加
算
の
対
象

と
な
る
子
で
あ
る
と
き
は
、
新
国
民
年
金
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
八
月
か
ら
、
そ
の
子

の
数
に
応
じ
て
、
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
六
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。 

 

（
厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 



 

 
 

 

八 

 
 

第
十
六
条
中
「
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
「
平
成
二
十
九
年
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
五
年
」
と
」
を
加
え
る
。 

 
 



 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

要
保
護
者
の
世
帯
等
の
置
か
れ
て
い
る
経
済
状
況
等
に
鑑
み
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
護
の
基
準
の
改
定
の
方
法
等
の
在
り

方
を
見
直
し
、
保
護
の
基
準
の
改
定
等
の
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
に
お
け
る
保
護

の
基
準
に
比
し
て
要
保
護
者
に
不
利
な
内
容
の
保
護
の
基
準
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
世
帯
単
位
の
原

則
に
係
る
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
要
保
護
者
の
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
が
世
帯
を
単
位
と
す
る
保
護
を
受
け
つ
つ
高
等

学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
に
就
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ

か
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に
係
る
児
童
等
を
二
十
歳
未
満
の
者
に
拡
大
し
、
あ
わ
せ
て
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
増
額

す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 





 
 

 

一
一 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
五
百
二
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

 


